
逗子市都市公園条例の一部改正（案）の骨子 

（第一運動公園及び池子の森自然公園内の運動施設関係等） 

 

 休場日と開場時間 

次ページ以降に記載 



【現行】（下線部が改正箇所です） 

都市公園

の名称 

有料の公園施設の種類 休場日 開場時間 

第一運動

公園 

テニスコート 

野球場 

弓道場 

（１）毎月最終月曜日。この日が国民の祝日に関

する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日（以下「休日」という。）に当たるとき

は、その翌日以後の最初の平日。ただし、12月

の最終月曜日が25日から27日までに当たる

場合は、当該日は開場する。 

午前９時から午後５時まで。ただし、４月１日か

ら８月 31日までの土曜日、日曜日、休日につい

ては午前８時から午後６時まで 

水泳プール １月１日から６月30日まで及び９月16日から

12月 31日まで 

７月１日から８月 31 日までについては午前８

時 30 分から午後５時 30 分まで。９月１日から

15日までについては午前９時から午後５時まで 

大型自動車用駐車場 （１）毎月最終月曜日。この日が休日に当たると

きは、その翌日以後の最初の平日。ただし、12

月の最終月曜日が25日から27日までに当た

る場合は、当該日は開場する。 

午前８時 30分から午後９時 15分まで。ただし、

４月１日から８月 31 日までの土曜日、日曜日、

休日については午前７時 45分から午後９時 15分

まで 

池子の森

自然公園 

400メートルトラック 

テニスコート 

野球場（大） 

野球場（小） 

駐車場 

（１）毎月最終月曜日。この日が休日に当たると

きは、その翌日以後の最初の平日。ただし、12

月の最終月曜日が25日から27日までに当た

る場合は、当該日は開場する。 

午前９時から午後９時まで。ただし、400メート

ルトラックの個人使用については午前９時から

日没まで、駐車場の使用については午前８時 45

分から午後９時 15分まで 

小坪飯島

公園 

水泳プール １月１日から６月30日まで及び９月16日から

12月 31日まで 

７月１日から８月 31 日までについては午前８

時 30 分から午後５時 30 分まで。９月１日から

15日までについては午前９時から午後５時まで 

 



【改正案】（下線部が改正箇所です） 

都市公園

の名称 

有料の公園施設の種類 休場日 開場時間 

第一運動

公園 

テニスコート 

野球場 

弓道場 

（１）月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」

という。）を除く。） 

午前９時から午後５時まで。ただし、野球場及び

弓道場は４月１日から８月31日までの土曜日、

日曜日、休日については午前８時から午後６時ま

で、テニスコートは５月15日から８月15日まで

は午前９時から午後７時まで 

水泳プール １月１日から７月15日まで及び９月１日から12

月31日まで 

午前８時30分から午後５時30分まで 

大型自動車用駐車場 （１）月曜日（休日を除く。） 午前８時30分から午後９時15分まで。ただし、４

月１日から８月31日までの土曜日、日曜日、休日

については午前７時45分から午後９時15分まで 

池子の森

自然公園 

400メートルトラック 

テニスコート 

野球場（大） 

野球場（小） 

（１）月曜日（休日を除く。） 午前９時から午後９時まで。ただし、400メート

ルトラックの個人使用については午前９時から

日没まで 

駐車場 午前８時45分から午後９時15分まで 

小坪飯島

公園 

水泳プール １月１日から７月15日まで及び９月１日から12

月31日まで 

午前８時30分から午後５時30分まで 

 


